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案
第
　
五
　
号

昭
和
天
皇
の
大
喪
の
礼
の
行
わ
れ
る
目
を
休
日
と
す
る
湊
律
の
規
定
紅
よ
り

休
日
と
さ
れ
た
日
の
硬
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
設
定
仁
つ
い
て

次
の
と
お
｡
昭
和
天
皇
の
大
喪
の
礼
の
行
わ
れ
る
日
を
休
日
と
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
｡
休
日
と
さ
れ
た

日
の
硬
扱
い
に
関
す
る
条
例
を
設
定
す
る
こ
と
忙
つ
い
て
･
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
集
六
十
七

号
)
第
九
十
六
集
束
1
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
義
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

平
成
元
年
二
月
二
十
二
日
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三
朝
町
条
例
第

号

昭
和
天
皇
の
大
兼
の
礼
の
行
わ
れ
る
日
を
休
日
と
す
る
法
律
の
規
定
紅
よ
り

休
日
と
さ
れ
た
日
の
蔵
払
い
に
鱒
す
る
条
例

昭
和
天
皇
の
大
食
の
礼
の
行
わ
れ
る
日
を
休
日
と
す
る
法
律
養
成
元
年
凍
律
第
四
号
)
の
規
定
紅
よ
り

休
日
と
さ
れ
た
日
は
,
休
日
を
定
め
る
条
例
･
規
則
及
び
そ
の
他
の
規
程
(
以
下
｢
条
例
等
｣
と
い
う
｡
)

の
適
用
に
つ
い
て
は
'
当
該
条
例
寺
に
定
め
.
為
休
日
と
み
な
す
｡
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則

こ
の
条
例
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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